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はじめに 

市民の関心と不安の高まり 
 

1 〈脱軍備〉で平和と安全を

　３年毎に行われる内閣府の世論調査によ

れば、日本の市民の安全保障や平和に対す

る関心は増え続けている。その中で、９８年

の朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）によ

るテポドン発射事件が国会を騒然とさせたよ

うに、日本自身が武力紛争の当事国となると

いう想定が一般化し始めている。０１年には

米国にブッシュ政権が登場し、北朝鮮を「悪

の枢軸」と呼び、北朝鮮の弾道ミサイル・核

兵器開発問題を重要な国際問題として焦点

化した。一方、０１年９月、米国において９．１１

事件が発生し、米国は世界的な「対テロ戦争」

を宣言した。そしてアフガン戦争（０１年～）、

イラク戦争（０３年～）と続いた。このような流

れを重ね合わせて、日本の市民の多くは「戦

争」のことを以前よりも身近かに感じるように

なった。 

　日本の政治も、国際的な「対テロ戦争」を

言外に北朝鮮問題と関連づけながら、国家

安全保障の現実的な担保は軍事力であると

公然と述べる方向に舵を切った。小泉首相が、

「国連は日本を守ってくれないがアメリカは守

ってくれる」（０４年１月）と国会で述べたことが、

このような変化を象徴している。日本政府は

弾道ミサイル防衛に関する日米技術研究協

力を開始し（９８年）、テロ特措法（０１年）、

イラク支援特措法（０３年）と立法措置を講じ、

海上自衛隊のインド洋・アラビア海への派遣

（０１年～）、続いて陸上自衛隊、航空自衛隊

のイラク派遣（０４年～）を行い、一気に国際

的な軍事的関与を進めた。 

　しかし、戦後６０年にわたって平和憲法下

で形成されてきた日本の市民の平和意識は、

一部で言われるほど未だ大きく瓦解してはい

ない。市民は日本の安全保障への関心を高

めつつも、軍事的関与に関しては複雑な反

応を示している。たとえば内閣府の世論調

査において、９．１１を挟んだ２０００年１月と０３

年１月を比較すると、防衛費増加を望む声と

縮小を望む声が同じように増えている。 

　市民の中において、戦争を放棄し、交戦

権を否認した憲法９条への確信が揺らいで

いることは事実であろう。その大きな原因の

一つは、９条によっていかにして平和が守ら

れるのか、具体的なイメージを抱くことができ

ないことにあると思われる。それは、憲法９条

を基礎にした安保・外交政策の形として、平

和機構の構想、とくに東北アジア地域の安

全保障機構について現実的な議論が精力

的に行われてこなかったことに起因している

であろう。したがって、平和的手段による国

際問題への関与の有効性について、理論的、

例示的な議論が積極的になされるならば、そ

れに共感し、政策選択に至る素地が、日本

の市民の中に今も十分に存在すると考えられ

る。 

　本報告ではこのような観点からの貢献として、

いくつかの可能性を具体的に検討し、段階

的アプローチを提案する。 

 



第１章 

４つの手がかり 
 

2〈脱軍備〉で平和と安全を

　まず、本報告で取り上げる４つの手がかり

となるテーマについて、その意義を考察する。

４つとは以下のものである。 

　（１）東北アジア非核兵器地帯 

　（２）専守防衛地位とその地域化 

　（３）東北アジア・ミサイル管理体制 

　（４）アセアン地域フォーラム（ＡＲＦ）の活用 

　これらのテーマは、国際的な平和運動と接

しながら調査・分析に携わってきたＮＰＯ法

人ピースデポが、近年関心を抱いてきた地域

的テーマである。とりわけ（１）、（２）、（３）は、

以下の各項の説明に述べるように、日本にお

ける市民社会の抱いている関心や戦後日本

における安保議論の蓄積に合致するもので

あり、東北アジア地域の協調的安全保障の

枠組み形成につながる可能性のあるテーマ

として、私たちは着目した。 

 

　 東北アジア非核兵器地帯 
 

　現在、北朝鮮の核兵器問題がこの地域

の安全保障に関する重大な関心事の一つで

あることに端的に示されているように、地域的

緊張の根底に核兵器に起因する相互の脅

威感がある。日本では、多くのマスメディアの

一面的な報道によって、北朝鮮の「不当な」

行為がこの緊張を生みだしている根本原因

であるかのように見られがちであるが、問題

ははるかに複雑で歴史的なものである。 

　日本による朝鮮の苛酷な植民地支配と侵

略戦争、日本の敗戦、米ロによる南北朝鮮

の分断、それに続く朝鮮戦争という東北アジ

アの戦争と不信の歴史が、厚い層となってこ

の地域の安全保障問題の下地を作った。続

く米ソ冷戦の数１０年、米ソの軍事力がこの

地域を支配し、この不信と分断をいっそう強

化した。その頂点に核兵器による睨み合い

があったことは言うまでもない。事実、米国は

９０年代初頭まで、韓国領土に実際に使用す

ることを前提とした戦術核兵器を配備してい

た。冷戦後には、唯一の超大国となった米

国の軍事力が、地域的安全保障の圧倒的

な決定因子として居座ることになった。米国

の核抑止力が、今も米韓、米日安保関係の

核心部分を形成している。 

　日本に関して言うならば、約４０年前の１９６４

年１０月、中国が最初の核実験を行ったとき、

日本は米国に対して核兵器による日本防衛

の確約を取り付け、国内的には非核三原則

を採択した。そのとき、被爆体験と強い反核

世論に救われて、日本自身の核兵器保有オ

プションが採択されなかったことは幸いであっ

た。しかし、この政治選択は、核兵器を非人

道兵器として否定し、脅威除去のために東

北アジア非核兵器地帯を形成する方向に努

力するのではなく、核大国に頼ってグローバ

ルな恐怖のバランスの中に東北アジアを置く

ことになった。この形が今日まで地域安全保

障の基本的枠組みをなしている。 

　一方、朝鮮半島においては、平和憲法が
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世界の非核兵器地帯 
 

東北アジア非核兵器地帯（ＮＧＯ提案） モンゴル非核地位 中央アジア非核地帯（条約未締結） 
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アフリカ非核兵器地帯条約 
（ペリンダバ条約） 

ありながらも世界有数の近代軍事力を保有

するに至った日本に対して、核兵器保有へと

いつでも転換できる能力を意図的に維持して

いるとの警戒心が絶えない。また、自分たち

の独立を保証する究極兵器として核兵器保

有を主張する「核主権」論が根強く存在する。

韓国「中央日報」の世論調査によると、核武

装のオプションを捨てるべきでないと考える韓

国民が８２.３％（９９年２月調査）、８１.９％

（９６年９月調査）と圧倒的多数であり、後者

の調査では、「南北朝鮮が統一されたとき、

アジアの大国への警戒のために韓国は核兵

器を持つべきですか」という問いに、８２.６

％が「はい」と答えている。「アジアの大国」

が日本を意識していることは想像に難くない。 

　このように、地域の各国が核兵器に関する

潜在的脅威を感じ合っている複雑な状況に

おいて、東北アジア非核兵器地帯を設置す

ることは、地域的な核兵器開発競争を予防し、

地域の軍事的緊張を緩和し、相互信頼に基

づく地域安全保障の枠組みを確保する上で、

極めて重要な意味を持っている。 

　しかも、非核兵器地帯はすでに地球上の

４地域において国際条約によって設立されて

おり、その基本概念と有効性への一定の評

価が定着している。１９７０年の核不拡散条

約（ＮＰＴ）においても支持され（第７条）、

その後のＮＰＴ再検討会議において繰り返し

拡大・強化が呼びかけられてきた。 

　非核兵器地帯が地域の信頼醸成と安全

保障に役立ってきたのは、次の３つの要件が

備わっているからである。 



「防衛的安全保障の概念と 
政策に関する研究」国連軍縮局（９３年） 
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①核兵器の不存在、禁止　核兵器の開発、

実験、製造、配備などが禁止される。 

②消極的な安全の保証　地帯に対して核

保有国による核攻撃や攻撃の威嚇が禁止さ

れる。 

③条約遵守機構の設置　条約遵守のため

の検証、協議の機関が設置される。 

　さらに、人類史上唯一の核戦争を体験し、

広島・長崎の被爆者がいまなお日本と朝鮮

半島に数多く生存するこの地域が非核兵器

地帯設立に動くことは、地域の市民にとって

分かりやすい課題であるとともに、国際的にも

理解されやすい目標である。 

 

　　専守防衛地位とその地域化 
 

　日本においては、「専守防衛」という言葉は、

憲法９条の下における日本の自衛力を定義

する一つのキーワードとして人口に膾炙して

いる。平成１５年版防衛白書は、この概念を

「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防

衛力を行使し、その様態も自衛のための必

要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も

自衛のための必要最小限のものに限る」と

説明している。専守防衛概念は、日本のみ

ならず各国の軍事力を制限し、地球を武力

支配の世界から法の支配の市民社会に転

換するときの過渡期の概念として広く用いら

れている概念である。たとえば、冷戦後、こ

の概念を活用して軍縮を進めることを目的に、

国連軍縮局は「防衛的安全保障の概念と

政策に関する研究」と題する研究報告書を

作成した（９３年）。また、９９年に市民社会

が主催した国際会議「ハーグ平和アピール１

９９９」で発足したＮＧＯ「戦争防止地球行

動（ＧＡＰ）」は、戦争防止のための５段階

行動計画を発表し、その第５段階を「国家

の軍隊の役割を狭い範囲の国土防衛に限

定する」とした。つまり「専守防衛」状態を

目標としたのである。 

　このように、専守防衛は正しく発展させる

ならば、現在においてもなお有効な安全保障

概念である。 

　しかし、今日、国連憲章のもとでは、個別

的自衛権、集団的自衛権の行使のためにの

み各国の武力行使が許される。だとすれば、

当然のように、すべての国の軍備は「専守

防衛」ではないのか、という疑問が発せられる。

事実、近隣のアジア諸国は、日本政府が掲

げる「専守防衛」は「うわべの言葉」である

と考え、ほとんど信頼に値するメッセージとは

受け取っていない。それどころか、真意を隠

すための「隠れ蓑」であると警戒し、日本の

軍事大国化に対して繰り返し懸念を表明し

ている。 

　その最大の理由は、現在の「専守防衛」

政策が国際公約となるための要件を満たし

ていないこと、また国際公約とする努力が皆

無であったことに起因していると言えるであろう。 

　実際には、「専守防衛」政策のお陰で、日

本の自衛力は不十分ながらも一見他国には

ない特徴を備えている。たとえば、自衛のた

めには不必要であるとして、自衛隊機や自衛

艦は基本的に都市や地上軍事目標を攻撃

するための対地攻撃能力を装備していない。

遠征攻撃可能な空母を持っていない。しかし、

これらの自制は決して地域の緊張緩和と軍

縮には貢献してこなかった。それはこの自制

が平和憲法の理念から生まれたものではなくて、

日米防衛分担によって自衛隊は専守防衛の
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5 〈脱軍備〉で平和と安全を

形を維持するという、いわば「擬態」に過ぎ

なかったからである。自衛隊は盾（防衛）、

米軍は槍（攻撃）という防衛分担のありよう

が変わると日本は槍を持たざるを得ないような

形に、考え方も体制も築かれている。 

　このような状況では、当然にも、米軍が縮

小されれば自衛隊が出てくるという懸念が生

まれ、アジアの国の多くは日本軍より米軍の方

が安心であると考える。 

　このような現状を踏まえたうえで、本報告は

日本における「専守防衛」概念を救い出し

発展させる方法を検討したい。現実的には、

まず真の専守防衛国・日本の再構築が課題

となるが、この課題は単に日本の国内政策と

しては完結しないであろう。日本の専守防衛

概念を国際的な地位として提示できる形に

明確化する必要がある。また、近隣諸国と

の対話と協議を重ねながら「専守防衛」政

策の具体化を探求しなければならない。そう

することによって、現在の擬態から本物の専

守防衛へと移行するプロセスを描くことがで

きる。 

 

　　東北アジア・ミサイル制限体制 
 
　東北アジアにおいて、核兵器と並んでミサ

イルの脅威が人々の関心を集め、この地域

の軍事的緊張の一要因となっている。具体

的には、①前述した北朝鮮による無通告テ

ポドン発射（９８年）やその後のミサイル開発、

及び②米国・日本によるミサイル防衛システム

の開発・配備が、その直接的原因となってい

る。 

　ミサイル問題に関心が集まる遠因には、先

に核兵器に関して述べたと同様の東北アジ

アにおける根深い不信の歴史があることは言

うまでもない。しかし、それを考慮したとしても、

ミサイル問題には冷静さを欠いた、脅威感覚

のみを肥大化させるような議論の混乱がある

点を指摘しなければならない。北朝鮮が、事

前通告なしに日本上空を飛ぶミサイル発射を

行ったことは強く非難され、再発防止のため

のルール作りを急がなければならないことは当

然である。しかし、このレベルの問題と北朝

鮮に長射程弾道ミサイルの開発の放棄を要

求することとはまったく別次元の問題である。 

したがって、本報告では東北アジアという地

域において、なぜミサイルが脅威なのか、ミサ

イルの現状はどうなっているのか、といった基

本的な考察から始めたいと思う。そこから、

地域におけるミサイル管理の入口を見出す

必要がある。 

　その際、地域的に解きやすい問題と、グロ

ーバルに解かなければならない問題との区別

も明確にされなければならないであろう。核

兵器の場合にも同様な問題が存在する。核

兵器の場合、米国、ロシア、中国の戦略兵

器としての核兵器の削減や世界的規模での

核兵器廃絶のためには、ＮＰＴ再検討会議

やジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）といった場に

おけるグローバルな軍縮交渉に待たなければ

ならない。しかし、それとは切り離して、地域

的な非核化、つまり非核兵器地帯の形成を

探る道があり、そのことに積極的な意味があ

るというのが、本報告書の重要な立脚点で

ある。 

　ミサイル管理の場合、問題はもう少し複雑

になる。その理由として、関係国が保有する

ミサイルの多様性、ミサイル管理の必要性に

関する国際的な共通基盤の未成熟、歴史
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6〈脱軍備〉で平和と安全を

的な先例の不足などがあげられるであろう。

大きく言えば、包括的なミサイル管理・規制

は国際社会にとって未開拓分野なのである。 

本報告では、東北アジアにおいてミサイル問

題が地域的緊張の原因となっている問題か

ら出発して、地域的に進めるべき処方を具

体的に検討し、提案することを第一の課題と

する。その過程において、グローバルなミサイ

ル制限についても、必然的に平行して考察さ

れる。 

　米国によって火を付けられた本格的なミサ

イル防衛システムの配備は、世界規模の新し

い軍備競争を引き起こす可能性のある問題

であり、本質的にはグローバルな軍備管理・

軍縮交渉の課題である。しかし、米国と日本

の関与によって、伝えられる中国の核兵器近

代化努力や北朝鮮の警戒・対抗の先鋭化

など、ミサイル防衛は東北アジア地域におい

て新たな緊張を生み出している。したがって、

本報告では、攻撃的ミサイルの問題と同様に

ミサイル防衛問題を視野に入れる必要がある。 

 

 

 

　これまでの３テーマが協調的地域安全保

障の枠組み形成のための手がかりであった

のに対して、ここで考察するのは、枠組み形

成のプロセスに関するものである。非核兵器

地帯、専守防衛地位、ミサイル制限体制の

いずれについても、それらの概念の伝搬と理

解の拡大・深化、政府における政治意志の

形成、そして交渉というプロセス無しには実

現に向かわない。 

　ピースデポは、アジア太平洋の平和運動

活動家・研究者のネットワークである太平洋

軍備撤廃運動（ＰＣＤＳ）と長く協力関係に

ある。そのＰＣＤＳが、９４年にアセアン（ＡＳ

ＥＡＮ＝東南アジア諸国連合）地域フォーラ

ム（ＡＲＦ）が設立されて以来、ＡＲＦの動向

を監視し、意見表明を続けてきた。ＡＲＦは、

アジア太平洋地域で安全保障問題のみをテ

ーマとした唯一の外相級多国間会議である。

アセアン諸国が主導する会議であり、フォーラ

ムそのものは１年に１日の会議日しかない限界

があることも確かである。しかし、フォーラムの

中間には、テーマ別のさまざまな政府間会議

やいわゆるトラック２の会議（専門家や政府

高官が個人資格で協議する会議）が開催さ

れてフォーラムを補っている。また、第７回Ａ

アセアン地域フォーラム 
（ＡＲＦ）の活用 
 

米国のミサイル防衛（ＭＤ）システムの配備計画 

発射 
パトリオット 
（ＰＡＣ3） 
パトリオット 
（ＰＡＣ3） 

海上配備型 
システム 

着弾 

ブースト 
段階 

最高点 

ミッドコース段階 

タ
ー
ミ
ナ
ル
段
階 地上配備型 

システム 
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東南アジア諸国連合（ASEAN） 

日本※　中国※　韓国※ 

インドネシア タイ 
フィリッピン マレーシア 
シンガポール ブルネイ 
ベトナム 

米国※　 カナダ※ ロシア※ 
オーストラリア※ ニュージーランド※ 
パプアニューギニア 

 インド※ 
 パキスタン 
 モンゴル 
朝鮮民主主義人民共和国 
東チモール 
 

カンボジア 
ラオス 
ミャンマー 
（ビルマ） 

香港　台湾　チリ　メキシコ　ペルー 

２５カ国 

※ＡＳＥＡＮの協議対象国 
 

ASEAN地域フォーラム（ARF） 

アジア太平洋経済協力機構（APEC） 

欧州連合 
（EU）※ 

 
 ２００５年１０月現在 

ＡＲＦ参加国とその他の地域国際組織 

ジュネーブ国連ワークショップ 
（０３年４月３０日） 
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ＲＦ（２０００年７月）に北朝鮮が初めて加盟

して以来、それは東北アジアの主要国すべ

てが参加する普遍的な会議となった。カナダ、

ニュージーランドなど軍縮に熱心な国が参加

しているという利点もある。また、ＡＲＦは第１

回会議以来、朝鮮半島問題を中心に東北ア

ジアの問題に継続して関心を示してきたとい

う経過がある。 

　そこで本報告では、これまで述べてきた諸

課題を政府間会議の話題とするために、ＡＲ

Ｆを活用する可能性とその有効性について

検討することとした。これまで、ＡＲＦが示し

てきた東北アジア問題への関心のあり方、Ａ

ＲＦの会議運営システム、非政府機関との協

力体制などを調査し、検討した。また、ＰＣＤ

ＳがこれまでＡＲＦに働きかけてきた経験も貴

重な検討材料となる。 

　一方で０３年８月以来、北朝鮮の核開発問

題を巡る６か国協議が開始され、０５年１０月

までに４回の会議を重ねている。第４回会議

では、困難な課題を残しながらも、初めての

共同声明が採択された。これまでの協議の

過程で、６か国協議を東北アジア地域の安

全保障問題全体を話し合う恒常的機関に発

展させるべきであるという意見も聞かれるよう

になった。本論では、６か国協議を活用する

可能性についても言及した。 

 

 

 

 

 



第２章 

テーマをほぐす 
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　この章では、第１章で述べた４つの手がか

りについて、具体的な検討結果を要約する。 

 

　 東北アジア非核兵器地帯 
 

（１）スリー・プラス・スリー構想の利点 

　冷戦後、単なるスローガンではなく、東北

アジア非核兵器地帯を設立するための具体

的提案がいくつか現れた。そんな中で、私

たちは「スリー・プラス・スリー」構想の利点

を強調したい。「スリー・プラス・スリー」構

想とは、この地域の非核兵器国である日本、

韓国、北朝鮮の３か国の領域を地理的にカ

バーする非核兵器地帯を設定し、米国、ロ

シア、中国というこの地域に強い利害をもつ

核保有３か国を支援国家として関与させるも

のである。核兵器国に課せられる最も重要な

義務は、前述した「非核地帯に対して核攻

撃をしない」という安全の保証である。東北

アジアの現状を考えたとき、この構想は、諸

提案の中でもっとも基本的な国家構成をもっ

ており、その意味で現実にそった提案である

と考える。関係する６か国は、現在の６か国

協議のメンバーと重なるが、それは決して偶

然ではない。 

　この構想においては、３つの非核国家が

現在もっている公的な政策を基盤とすること

ができる。すなわち、韓国と北朝鮮は９２年に

発効した「朝鮮半島の非核化に関する南北

共同宣言」に基礎を置くことができる。日本

は「核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず」

の非核三原則と原子力の軍事利用を禁止し

た原子力基本法（５５年）の延長上に非核

兵器地帯を構想することができる。 

　もちろん、北朝鮮には核兵器開発の疑惑

がある。０５年２月には、北朝鮮外務省声明

において「自衛のためにニュークを製造した」

と述べた。しかし、それが実際に何を意味す

るのかまったく不明である。重要なことは、９２

年の非核化共同宣言が無効になったという

立場を北朝鮮も韓国もとっておらず、朝鮮半

島の非核化を目指して６か国協議が続けら

れていることである。したがって、「スリー・プ

1

非戦略核兵器に限定した限定的非核
兵器地帯案。板門店を中心にした半径
２０００ｋｍの円形案。その後、米国アラ
スカ州の一部を含む楕円形案を提案。 

3つの非核兵器国（日本、韓国、北朝鮮）
と3つの核保有国（中国、ロシア、米国）
による「スリー・プラス・スリー案」。 

第一段階として韓国・日本・モンゴル、（北
朝鮮）の非核兵器国による限定的非核
兵器地帯を創設する提案。 

「スリー・プラス・スリー案」のモデル
条約の提案。 

韓国、北朝鮮、日本、台湾を含む非核兵
器地帯案。 

板門店を中心に半径２０００ｋｍの円形案。 
核保有国と非核国に別々の義務を課す。 

エンディコットら 

マック 

金子熊夫 

梅林宏道 

エンディコットら 

梅林宏道ら 

１９９５.３ 

提案者 
 

提案の内容 年月 

１９９５ 

１９９６.３ 

１９９６.５ 

１９９７.１０ 

２００４.４ 

文献から見た東北アジア非核兵器地帯の提案 
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ラス・スリー」構想の基盤は現在も存続して

いると考えてよい。 

 

（２）非核朝鮮半島では不十分 

　現在、北朝鮮の核問題に関連して、「非

核朝鮮半島の実現」が国連などを含めて広

く国際的な合意になっている。それはもちろ

ん望ましい目標であり、東北アジア非核地帯

を形成する前提となるかも知れない。しかし、

以下の議論から理解されるように、状況が進

んだときに朝鮮半島の非核化のためには日

本を含めた非核化が必要だとする議論が強

まる可能性も十分に考えられる。そこで、地

域的安全保障の観点から考えたとき、「非核

朝鮮半島」と「東北アジア非核兵器地帯」

の間にどのような違いがあるのかを考えてお

きたい。 

　第一に、「非核朝鮮半島」のみが実現し

たとしても、東北アジアにおける緊張の一つ

の主要な源泉である日本と中国の間の緊張

は手つかずのまま残るであろう。前述のように、

日本の「核の傘」政策の根本には中国の核

兵器への懸念が存在している。朝鮮半島の

非核化だけでは、この関係に変化は起こらな

い。しかし、東北アジア非核兵器地帯が実

現すれば、前述したように、中国など核兵器

国による消極的安全保証が法的拘束力をも

つことになる。これによって、日本は脅威の一

つから解放され、日中間の緊張は大きく緩和

されるであろう。 

　第二に、第１章で触れたような韓国、北朝

鮮の市民が持っている強い対日警戒心の影

響を考慮しなければならない。９２年の南北

非核化共同宣言は、プルトニウム分離のため

の再処理施設やウラン濃縮施設を禁止する

ことに合意しているが、日本はすでにこれらを

保有し稼働させている。ＩＡＥＡの査察下に

あるとはいえ、この状況は決して安定なもの

ではない。つまり、「非核朝鮮半島」では、

朝鮮半島から見た日本に対する核問題につ

いての不信は解消されないし、将来増幅し

て行く可能性を残すことになる。この問題の

解決には、韓国、北朝鮮、日本が一つの相

互査察のシステムに置かれることが必要であ

る。東北アジア非核兵器地帯はそのような制

度を確立する。 

　第三に、「朝鮮半島の非核化」プロセス

においては、地域

で中心的役割を果

たすべき韓国、北

朝鮮、日本が対話

を深める機会が必

ずしも保証されな

い。６か国協議を

含めて、現在進行

しているプロセスで

は米国の影響力

が極めて強く、その状況は当面の問題が解

決した後にも続くであろう。それは、地域の

国際関係が、米国の単独行動主義によって

翻弄される可能性を引きずることを意味する。

東北アジア非核兵器地帯条約、とりわけスリー・

プラス・スリー構想においては、その構成上、

この地域の非核３か国が中心的なコーディネ

ーターとなることができる。 

 

（３）モデル条約の作成 

　以上のような考察を基礎に、私たちはモデ

ル「東北アジア非核地帯条約（案）」を作成

し、提案する。これは、極めて現実的な案で
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ある。詳細は「報告書」本体にゆだねるが、

次のような特徴を持っている。 

①６か国条約　「スリー・プラス・スリー」構

成を持つ６か国条約とする。条約加盟国に

は「地帯内国家」（日本、韓国、北朝鮮）と

「近隣核兵器国」（中国、米国、ロシア）の２

つの範疇が存在する。 

②核兵器に依存しない義務　地帯内国家

の非核義務のなかに「安全保障政策のす

べての側面において、核兵器に依存するこ

とを排除する」ことを盛り込む。 

③消極的安全保証を条約本体に　既存の

非核地帯条約においては、

消極的安全保証の条項

は議定書に含まれている

が、条約本体に入れて条

約の必要条項とした。 

④艦船の寄港と領海通

過に事前協議義務　既

存の非核兵器地帯条約

では、核兵器搭載が疑わ

れる艦船や航空機の寄港、

領海・領空通過問題は、各加盟国の判断に

委ねている。モデル条約では一歩前進させて、

事前協議を義務づける方式を採択した。協

議の結果、許可・不許可の判断は、各地帯

内国家に委ねられる。 

⑤エネルギー協力の義務　朝鮮半島非核

化共同宣言は再処理とウラン濃縮施設の保

有を禁止している。日本にも同じ禁止を盛り

込むことは、条約の成立を極めて困難にする

と予想される。しかし、このままでは日本と朝

鮮半島との間にエネルギー確保上の明らか

な不均衡が生じる。モデル条約では問題の

重要性を認識し、「エネルギー確保について、

地帯内国家間の誠意を持った協力を発展さ

せる」ことを義務づけた。 

⑥被爆体験の継承と核軍縮教育の義務　

被爆者が多い地域の地帯内国家であること

を考え、核兵器が人間や社会に及ぼす被害

の実態を、現在及び将来の世代に伝承する

ことを含め、核軍縮教育の努力義務を課した。 

 

（４）残された課題 

　モデル条約は今後の議論のたたき台である。

条約の形にすることによって、残された重要

な課題が明確になった。 

　一つの大きな問題は検証システムの具体

化である。ＩＡＥＡの能力を活用しながら、か

つ地域の国家間の信頼と協力を深めて行く

ことができるような検証制度を開発することが

必要である。もう一つの重要な課題は、先に

述べたエネルギー協力の問題について、広

範囲の議論を起こして行くことであろう。ここ

には合意形成に時間がかかる多くの問題が

含まれている。また、核兵器搭載疑惑のある

艦船・航空機の扱いについて、日本と韓国

の市民社会の経験交流と議論の深化が重

要であることが判明した。すなわち、原則的

な立場はまったく一致しているが、現実的な

アプローチの評価について意見の相違が残

されているからである。 

　いずれの議論においても、最低限の要件

を満たす東北アジア非核兵器地帯条約であ

っても、その早期成立が、地域の平和と安定

に大きな貢献をすることを強調しておきたい。 

最後に、東北アジア非核兵器地帯を政治日

程に上らせるためのアプローチが問題となる。

それについては、第３章で述べる。 
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　　 専守防衛地位とその地域化 
 

（１）日本の現状 

　しばしば防衛的兵器という言葉が用いら

れるが、兵器のみによって防衛的・攻撃的を

区別することは困難である。第１章で紹介し

た国連報告書の冒頭で、当時のブトロス・ガ

リ国連事務総長は「攻撃的兵器システムと

防衛的兵器システムを区別することの困難さ」

を指摘し、「その兵器の本来的性質と同じく

らいに、用いられる文脈全体に関わってくる」

と述べている。つまり、一国の防衛体制が、

専守防衛であり攻撃的性格を持たないかど

うかは、外交・防衛を含めた安全保障に関

する理念と政策、軍備の能力（兵器の種類・

性能など）と規模、軍事的態勢（兵力配備

の状況、警戒態勢のレベルなど）、軍事ドクト

リン（兵力・兵器運用の考え方など）、訓練

実態などを包括して判断される。 

　このような立場から考えると、第１章でも述

べたように現在の日本の安全保障政策にお

ける専守防衛は「擬態」であり、真の専守

防衛ではない。専守防衛であるがゆえに持

てない攻撃兵器として、政府自身が航空母

艦（空母）や巡航ミサイル・トマホークを国会

答弁で挙げているにもかかわらず、在日米軍

が横須賀にこの両方の兵器システムを常駐

配備することを認めていることに、その擬態

性はよく表れている。これらの米軍兵器の海

外常駐配備は、世界で横須賀にしか例を見

ないものであることを考えると、それはなおさら

である。日本の安全保障政策とは、自衛隊と

日米安保体制を含めた全体であり、自衛隊

だけではなく日米安保体制を含めた「専守

防衛」化が目指されなければならないのであ

る。 

 

（２）概念の明確化 

　では「専守防衛」概念はどのような要件を

備えなければならないのだろうか。本報告では、

一般論ではなく、東北アジアの現実と陸続き

の国境を持たない島国・日本の持つ好条件

を考慮しながら、日本の「専守防衛」概念を

発展させるのが適切であると考える。検討の

結果、日本が「専守防衛」の国であると主

張するためには次の要件が備わっていなけ

ればならないと、私

たちは考える。いわ

ば、専守防衛である

ための必要条件で

ある。 

①安保政策が「共

通の安全保障」の

理念に立脚する。 

　地理的条件にか

かわらず、専守防衛

が一国の政策として可能になるためには、地

域の緊張を緩和するための努力が外交政策

の基本となっていなければならない。そのた

めには、日本の安保政策が他国の脅威とな

らないことが、とりわけ近隣諸国によって認識

されなければならない。これは、日本の安全

を確保する手段が、隣国が安全を高める道

でもあるという「共通の安全保障」を安保政

策の原理とすることによって達成される。この

ことはまた、「専守防衛」政策は、必然的に

二国間、あるいは多国間アプローチを必要と

していることを意味している。 

　この理念の帰結として、核抑止力に依存

2



ニュージーランドの 
「防衛政策の枠組み」 
 

　２０００年６月、ニュージーランド国防省は、

「政府の国防政策の枠組み」を発表した。

そこに謳われた防衛政策の目標は、①国民、

国土、領海、排他的経済水域（ＥＥＺ）など

の防衛、②国連や地域的な多国的枠組み

における世界的・地域的安全保障及び平

和維持、の２つに集約される。政府は、そ

れらの目標に合致する「近代的かつ持続

可能な」国防軍の確立に向け、広範な軍

構成の見直しを行った。見直しは、より広

い安全保障の観点に基づき、国防軍の「有

用性」を安全保障上の「リスク」や「コスト」

と照らし合わせて検討するというもので

ある。その結果、戦闘機およびフリゲート

艦の更新の中止、空軍戦闘機部隊の解体

などが決定された。また、同国の政策は、

核をはじめとする軍備管理・軍縮への積

極姿勢および国連を中心とした協調的安

全保障への支持を反映したものとなって

いる。 
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した安保政策は許されない。核抑止理論は、

相手に究極的破壊の脅威を与えることによっ

て、自国の安全を得る考え方だからである。 

　また、現状からの転換を考えるとき、日米

安保条約に基づく米軍活動の「専守防衛」

化は可能であると私たちは考える。「専守防衛」

の枠をもった米軍のプレゼンスは、徐々に縮

小され、やがて不要になるであろう。 

②他国に脅威を与える軍事力投射能力を

持たない。 

　日本の地理的条件においては、従来通り

空対地攻撃能力を持たない、射程１００ｋｍ

以上のミサイル攻撃力を持たない、などの装

備に関する制約を明確にすることが可能で

あろう。 

③日本領域、または限定されたその周辺

区域に入った敵の攻撃力に対してのみ軍

事力行使が許される。 

　敵のミサイル発射が急迫していると

きには、ミサイル発射基地の攻撃も許

されるという議論は、「専守防衛」概

念を崩すものである。防衛の名にお

いて攻撃的軍事行動の枠組みを拡

大することを、原理的に封じなければ

ならない。領土・領海・領空の外周

のどの範囲を軍事力行使の範囲とす

るかは、開かれた検討課題とする。ミ

サイル防衛に関しては後に触れる。 

④「脅威削減と軍縮に関する地域

協議会」の設置努力をする。 

　日本の周辺国との間に、相互の脅

威認識と防衛力の現状について話し

合う協議体を設置すること、あるいは

設置を求め続けることが専守防衛政

策の一部でなければならない。協議

体においては、必然的に脅威削減のための

軍備管理と軍縮が話題となるであろう。 

 

（３）実現への手順 

　ニュージーランドが戦闘機廃止を決定する

（２０００年）に至るまで、市民の脅威感覚を

説得するのに時間を要した。日本においては、

さらに多くの時間と強力な政治的リーダシップ

が必要であろう。しかし、擬態とはいえ「専

守防衛」の考え方を支持してきた日本の市

民意識を考えると、それを本物にすることは

十分に可能であると考える。また、当然のこ

とながら憲法はそのことを要求している。問

題は、擬態から転換するための段階的アプ

ローチである。 

　本報告では、次の初期アプローチを提案

する。 

①第１段階　 

　東北アジア非核兵器地帯を提案し、設立

努力を開始する。これによって地域の緊張

緩和と「共通の安全保障」に向かう日本の

方向性を説得的に示すことができる。 

②第２段階 

　前節で説明したような要件を含む「専守

防衛」の定義とそれを裏付ける国内体制を

明らかにするような「日本の専守防衛地位に

関する国連総会決議」を提案する。これは、

モンゴルの「非核地位に関する国連総会決

議」（９８年）を参考にしたアプローチである。

もちろん米国をはじめ近隣諸国への事前の

説明と協議が必要であろう。 

③第３段階 

　「専守防衛地位」の国際的認知を土台に

して、「脅威削減と軍縮に関する東北アジア

協議会」を設置する。このように、日本の専



「すべての側面における 
ミサイル問題」国連軍縮局（０２年） 
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守防衛政策の透明性と信頼性が担保された

段階において初めて、ミサイル防衛システム

が「専守防衛」システムの一部として検討さ

れる条件が生まれるであろう。もちろん、その

ような段階においてなお、ミサイル防衛システ

ムに軍事的、技術的、経済的な合理性が認

められるか否かは、極めて疑わしいが、ここ

では詳細に立ち入らない。 

 

　　 東北アジア・ミサイル制限体制 
 

（１）ミサイルの脅威とは 

　まず、必要以上に肥大している「ミサイル

の脅威」なるものについて冷静な認識を形

成することが必要である。 

　一般的にミサイル攻撃が恐怖感を作り出

す理由は、遠距離からの都市攻撃能力、予

告時間の短い奇襲性、また核・化学・生物

兵器など大量破壊兵器（ＷＭＤ）の搭載能

力に起因している。米国が北朝鮮の弾道ミ

サイルを問題にするのは、米国領土に到達

する能力を持ち始めたこと、現状では弾道ミ

サイルの飛来を検知してから１５分～３０分で

都市が攻撃されること、将来ＷＭＤ搭載能

力を持つ可能性があること、に起因する。 

　このような理由からすると、地理的に比較

的狭い範囲に限定された東北アジア地域に

おけるミサイルの脅威を議論するとき、弾道ミ

サイルの脅威と巡航ミサイルの脅威の間にほ

とんど違いはない。速度の面では、ロケット推

進で宇宙を飛行する弾道ミサイルの方が、ジ

ェット推進で大気中を飛ぶ巡航ミサイルよりも

圧倒的に高速で飛行する。しかし、米国の

対地攻撃巡航ミサイル・トマホークはレーダー

検出が極めて困難な低空を時速約８８０ｋｍ

で飛行する。したがって海岸線から１００ｋｍ

以内にある都市は１０分程度の予告時間で

突然の攻撃を受けることになる。したがって、

ミサイル制限の議論では両者を同等に議論

しなければならないであろう。 

　さらにまた、狭い地域範囲における脅威を

議論するときには、特攻航空機をはじめミサ

イル以外にも奇襲可能なさまざまな運搬手段

が存在する。 

　したがって、ミサイル制限体制の議論の前

提として、脅威の根源となるＷＭＤそのもの

の撤廃や奇襲性が生む不安定性を除去す

るメカニズムの創設に取り組むことが重要な

課題となる。 

 

（２）多様性と公平性への配慮 

　国連は０２年に研究報告「すべての側面

におけるミサイル問題」を作成した。そこに

述べられているように、ミサイル問題は、多様

な側面を持っており、ミサイル全般に関して適

用される普遍的な規範や国際法制度は存在

していない。 

　この多様な状況は、東北アジアにおいても

変わらない。本報告では、現状把握のため

に射程５０ｋｍ以上のミサイルのデータベース

を作成した（「報告書」参照）が、それによ

ると、この地域に関与する６か国と台湾の保

有するミサイルは８０種類を超える。それらは、

各国・地域の事情に応じて、射程、発射場

所（陸上、海上、空中）、推進方式、誘導方

式を選んでいる。したがってミサイル制限体

制を検討するとき、実状にあったバランスのよ

い枠組みを設定しなければならない。 

　本報告では、東北アジアのミサイル小国の

相互脅威を減じるという限定した課題から出

3
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発してミサイル制限の問題に挑戦する。つまり、

日本、北朝鮮、韓国によるミサイル対話と制

限の行程を優先させ、その進展のなかで米国、

ロシア、中国が関与するグローバルな諸問題

を整理した。実際には、グローバルな諸問題

は東北アジアを起点として解決へと向かうと

は限らないが、地域問題を解くときに否応なく

関連してくるグローバルな諸問題を意識する

ことが重要である。 

　その際、限られた例であるとはいえ、これま

でミサイル制限についてとり組まれた世界的

な試みの蓄積を生かすべきであろう。蓄積に

は、大別して次の４

分野があった。 

①米・ソ（露）のＷ

ＭＤの運搬手段とし

てのミサイル制限や

削減（ＳＡＬＴ、ＳＴ

ＡＲＴ、ＳＯＲＴなど） 

②多国間のＷＭＤ

の運搬手段として

のミサイル制限（宇

宙条約、ラテンアメリカ・カリブ非核兵器地帯

条約など） 

③ミサイル及びミサイル関連技術の輸出管理

など（ミサイル技術管理レジーム（ＭＴＣＲ）、

ハーグ行動規範など） 

④ミサイル発射の事前通告措置（米ソ核戦

争危険減少協定、インド・パキスタンのラホー

ル宣言など） 

 

（３）初期信頼醸成措置 

　地域的ミサイル制限制度構築についての

対話の入口として、初期信頼醸成措置にま

ず合意すべきであろう。それは、根拠がない

不安も含めて、目前の不安を解消するために

必要とされている。ここでは３つの措置を提

案する。 

①日本、韓国、北朝鮮による１００ｋｍ以上の

射程をもつミサイル発射（試験・訓練）に関

する相互事前通告を協定する。 

②日本、韓国、北朝鮮は、核兵器、化学兵

器（北朝鮮のみがＮＰＴ、化学兵器禁止条

約に参加していない）、生物兵器に関して、

安全性維持・削減・廃棄以外のすべての活

動の５年間モラトリアムを協定する。核兵器

に関しては東北アジア非核兵器地帯につい

て協議を開始する。 

③米国、ロシア、中国は、日本、韓国、北朝

鮮に対する５年間の安全の保証を約束する。

その場合、国連憲章の再確認はもちろん、こ

れまでに前者と後者の２国間で結ばれ、現在

も有効な武力不行使、不可侵などの協定、

宣言などを、同時に再確認する。（たとえば、

日中平和友好条約（１９７８年）、日ソ共同宣

言（１９５６年）など。） 

　このような初期信頼醸成措置を講じながら、

世界的にも先駆的な地域的なミサイル制限

制度を構築する行程に入ることができるであ

ろう。詳細は「報告」にゆずるが、本研究で

は３段階の行程を提案している。 

　第１段階　射程３００ｋｍ以上のミサイルの

制限。ミサイル防衛システムの禁止。 

　第２段階　射程１８０ｋｍ以上のミサイルの

制限。 

　第３段階　すべての対地攻撃ミサイルの

制限。 

 

　 

 



第３章 

アプローチの提案 

（市民社会の努力） 

●提案したモデル条約（案）を活用する。 

●日韓市民社会の協力を強める。 

●日本で国会議員の超党派の動きを作る。 

●韓国では、市民社会への普及と国会議員へ

の働きかけを同時に追求する。 

●世界的なＮＧＯ、専門家の関心をいっそう広

く喚起する。 

（市民社会の努力） 

●日本、韓国の市民社会が共同のロビー活動

を行う。 

●次にきたるべき「東北アジア・ミサイル制限体

制」のビジョンについて、広く議論を起こす。 

●世界的なＮＧＯ、専門家の関心をいっそう広

く喚起する。 

（市民社会の努力） 

●専守防衛概念のさらなる整理を進める。 

●ＮＧＯが国連総会決議（案）をモデルとして

　起草し、議論を喚起する。 

●政府、議員に働きかける。 

●概念の国際的普及に努める。とくに、韓国、

中国、北朝鮮に対するＮＧＯレベルの議論を

活発化させる。 

   パス4

   パス3

   パス2

   パス1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本、韓国、北朝鮮による射程１００ｋｍ

を超えるすべてのミサイル発射の事前

通告制に合意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の緊張緩和と協調的地域安全保障

の諸交渉の条件づくりとして、日本、韓国、

北朝鮮は核、化学、生物兵器に関して、

安全性維持・削減・廃棄以外のすべての活動の５

年間モラトリアムを行う。また、日本、韓国、北

朝鮮に対して米国、ロシア、中国が５年間の安全

の保証を約束する。その際、国連憲章をはじめ、

前者と後者の２国間で結ばれた武力不行使、不可

侵などの協定や宣言を再確認する。 

　以上のような各テーマに関する考察とアセアン地域

フォーラム（ＡＲＦ）に関する知見から、「東北アジア

安全保障の枠組み」形成について、本報告は、市

民社会の観点から次のようなアプローチを提案する。 

　アプローチは相互に関連し合うマルチ・パス（道筋）

をたどるものとする。掲げたステップは、それぞれの

パスにおいて政府が取るべき手段であり、そこに掲げ

られている諸項目は、市民社会が払うべき努力である。 

 

 
　　第１ステップ 
 

 

「東北アジア非核兵器地帯」設立を各国

の国内政治過程に載せる。日本政府は

設立を目指す政治宣言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本の専守防衛地位に関する国連総

会決議（案）」の提案を目指す準備をす

る。 
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   パス1    パス1

   パス2

   パス3

   パス4

   パス2

   パス3

（市民社会の努力） 

●ＡＲＦ参加国、とりわけニュージーランド、カナ

ダ、モンゴルなどのＮＧＯとの共同の努力を

行う。 

●ＡＲＦトラック２の中に協力者を見つける。 

●東北アジア非核兵器地帯条約における検証

システムについて研究を深める。 

（市民社会の努力） 

●６か国協議の進展を注視し、これらの議題が

協議される時期の適否について適切な判断

をする。 

（市民社会の努力） 

●東北アジアの市民社会における議論をいっ

そう活発化して、東北アジア専守防衛地域 

　の可能性を探る。 

（市民社会の努力） 

●行程の具体化について、国際的に広く専門

家の協力を得る体制をつくる。 

（市民社会の努力） 

●創意に富んだ具体的提案を開発する。 

●原子力に依存しないエネルギー源とその開

発協力について活発な議論を喚起する。 

（市民社会の努力） 

●各国政府・外交官へのブリーフィングを重ねる。 

　　 第２ステップ 
 

 

東北アジア非核兵器地帯、及びミサイ

ル発射の事前通告制をＡＲＦトラック２セ

ミナーの議題とする。 

（注：ＡＲＦはトラック２を公式の協議の場として位置

づけている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北アジア非核兵器地帯、ミサイル発

射事前通告制、ＷＭＤ禁止を６か国協議

の議題とする。 

 

 

 

 

 

 

「日本の専守防衛地位に関する国連総

会決議」を国連総会に提案し、成立させ

る。 

 

 

 

 

 

 

　　 第３ステップ 
 

 

「東北アジア非核兵器地帯」条約を締

結する。 

 

原子力エネルギーに関わる規制の不均

衡からくるエネルギー問題を解決する

ための協議を開始する。 

 

 

 

 

 

 

日本の専守防衛地位に伴い「脅威削減

と軍縮に関する東北アジア協議会」を

設置する。 

 

 

 

 

 

 

本報告の３段階行程表に従ったミサイル

制限制度の交渉を開始する。その第１

段階において、ミサイル防衛システム

は禁止対象となる。 
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●日本、韓国、中国、カナダのＮＧＯ活動従事者や学術

研究者によって構成される「ピースデポ北東アジア安保

フォーラム」は、財団法人トヨタ財団の研究助成プロジ

ェクトチーム（０２.１１～０５.１０）です。構成員は以下の

通りです（所属は０５.１０現在）。 

 

梅林宏道（代表） ピースデポ代表 

田巻一彦  キャッチピース運営委員、ピースデポ副代表 

湯浅一郎  ピースリンク呉・広島・岩国、ピースデポ理事 

前田哲男  東京国際大学、前ピースデポ理事 

高原孝生  明治学院大学、ピースデポ理事 

首藤もと子  筑波大学、ピースデポ理事 

都留康子  東京学芸大学 

黒崎輝   立教大学 

中村桂子  ＮＧＯ研究者 

リー・サムソン  翰林大学（韓国） 

チョン・ウクシク 平和ネットワーク（韓国） 

ディンリ・シェン 復旦大学アメリカ研究センター（中国） 

パティ・ウィリス 太平洋軍備撤廃運動（ＰＣＤＳ）（カナダ） 

   

   

 

●ピースデポは、「市民の手による平和のためのシンク

タンク」として、世界のＮＧＯと連携しながら、軍事力に

頼らない安全保障体制を構築することをめざした調査・

研究・情報発信活動を行っています。核軍縮・地域安

全保障問題に関する情報誌『核兵器・核実験モニター』

の月２回の発行をはじめ、冊子・書籍の発行、ワークショ

ップ・セミナー等の開催、平和ＮＧＯ活動者・研究者の

育成などに力を注いでいます。 

●ピースデポのホームページ 
　http://www.peacedepot.org/

略語集

ＡＲＦ アセアン地域フォーラム

ＡＳＥＡＮ 東南アジア諸国連合

ＣＤ ジュネーブ軍縮会議

ＥＥＺ 排他的経済水域

ＧＡＰ 戦争防止地球行動

ＩＡＥＡ 国際原子力機関

ＭＤ ミサイル防衛

ＭＴＣＲ ミサイル技術管理レジーム

ＮＰＴ 核不拡散条約

ＰＣＤＳ 太平洋軍備撤廃運動

ＳＡＬＴ 戦略兵器制限条約（同　交渉）

ＳＯＲＴ 戦略攻撃力削減条約（モスクワ条約）

ＳＴＡＲＴ 戦略兵器削減条約（同　交渉）

ＷＭＤ 大量破壊兵器



ピースデポ 
〒223-0051 
横浜市港北区箕輪町3-3-1
日吉グリューネ102
Tel:045-563-5101
Fax:045-563-9907
E-mail: office@peacedepot.org
http://www.peacedepot.org/

〈脱軍備〉で 
 平和と安全を 


